「児童・青少年を対象として企画された演奏会への助成」要綱
　
申請時期　
毎年３月末日締切（前年の１１月末日もあり）
４月上旬に助成の可否、金額を審議しますが、演奏会の準備都合（チラシ作成等）にて３月以前に助成の可否判断が必要な場合は、前年の１１月末日も締切とします。
· 助成が決定した場合は、必ずチラシ・プログラムに「公益財団法人都山流尺八楽会　助成事業」と記載ください。

助成対象
児童・青少年への都山流尺八音楽を普及目的とした企画が盛り込まれている演奏会。
都山流支部演奏会の他、都山流支部以外の団体や個人が主催する演奏会も含みます。
青少年には、大学生も含みます。

助成対象の経費（青少年が演奏会に出演するための経費）
青少年の移動交通費、練習会場費、楽器の借用料、青少年に対する通信事務費、青少年の演奏会に向けた練習指導に直接当たる指導者（楽会会員）への交通費の一部等。

助成対象に含まれない経費
　　尺八以外の楽器演奏者に関する経費。通常の演奏会開催に必要な経費（会場費、プログ　　　　　　
ラム印刷費等）、指導に関わらない会員の関連費用（交通費など）、飲食費、指導謝金等。

助成金
年度総額は５０万円。１件に対し、最大１０万円を限度とし、申請内容に基づき可否及　　
び金額を決定します。

報告（書）
対象となった事業は事業終了後、速やかに理事長宛に報告書を提出ください。
報告書には以下の項目を記載（添付）してください。
1， 助成事業の成果（具体的に）
2， 助成金に関わる会計報告（領収書原本を添付）
3， プログラム・チラシ
4， 写真（舞台演奏風景・練習風景・客席（おおよその入場者数が分かるもの））
